
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
及
び
石
油
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化

対
策
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
十
八
年
四
月
二
十
日

参
議
院
経
済
産
業
委
員
会

京
都
議
定
書
に
定
め
ら
れ
た
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
義
務
を
確
実
に
履
行
す
る
た
め
、
政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、

次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

、

、

一

地
球
規
模
で
の
効
果
的
な
温
暖
化
対
策
を
実
現
す
る
観
点
か
ら

京
都
議
定
書
第
一
回
締
約
国
会
合
の
合
意
等
を
踏
ま
え

米
国
や
中
国
、
イ
ン
ド
を
始
め
と
し
た
途
上
国
の
参
加
す
る
共
通
の
枠
組
み
を
構
築
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
抑
制
に
取

り
組
む
よ
う
、
我
が
国
は
国
際
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
こ
と
。

二

京
都
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
価
格
及
び
取
得
に
付
随
す
る
リ
ス
ク
を
適
切
に
評
価
し
対
応
す

る
こ
と
。

三

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
の
た
め
の
国
内
対
策
を
着
実
に
進
め
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
京
都
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
活
用
し
、
途
上
国
を
始
め
広
く
各
国
に
我
が
国
の
優
れ
た
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
の
普
及
を
図

り
、
我
が
国
産
業
の
振
興
と
世
界
規
模
で
の
環
境
・
資
源
対
策
に
資
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

四

京
都
議
定
書
に
お
け
る
我
が
国
の
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
目
標
達
成
に
向
け
、
ま
た
、
原
油
価
格
高
止
ま
り
等
の
現
状
を
踏

ま
え
、
産
業
・
民
生
・
運
輸
部
門
に
お
け
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
・
開
発
を
促
進
す
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
施
策
を
講
じ
る
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
な
予
算
を
十
分
に
確
保
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


